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2025-26 年度 RI テーマ 

「よいことのために 手を取りあおう」 

RI 会長 フレンチェスコ・アレッツォ 
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２０２５年１２月４日 例会報告 

第２５７２回例会 
  

 

❏ 年次総会 

クラブ細則第 6 条第 1 節により年次総会を開催し、

次年度の役員と理事の選挙を実施しました。 

クラブ細則第 3 条第１節により、下田会長エレクト

が取りまとめた候補者案が説明され、出席者の全員賛

成をもって以下の内容で決定されました。 

2026～2027年度 理事・役員 

理   事 役     員 

下田 一彦 会   長 下田 一彦 

辻岡 昌美 直 前 会 長 辻岡 昌美 

橋本 一行 会長エレクト 橋本 一行 

中塚 泰彦 副  会  長 中塚 泰彦 

滝井 稔元 幹       事 滝井 稔元 

宇治  亨 会       計 宇治  亨 

和田 圭史 Ｓ   Ａ   Ａ 橋田 真和 

西川 亮彦 

藤田 正明 

濱中 早苗 

 

❏ 出席報告 

会   員   数（出席免除会員２名含）２１名 

名  誉  会 員             ３名 

本 日 の 出 席（出席免除会員１名含）１５名 

欠       席              ６名 

出   席   率           ７５.００％ 

11月 6日の出席(出席免除会員１名含)   １３名 

メーキャップ後結果              １４名 

出   席   率            ７０.００％ 

 
❏ ご家族誕生日祝い 

西川 祐子    様 

 

❏ 結婚記念日祝い 

富永 良太 会員   辻岡 昌美 会員 

中塚 泰彦 会員 

 
❏ ニコニコ箱 

中塚 泰彦 会員 結婚記念日を迎えた喜びに 

滝井 稔元 会員 ボウリング大会決勝 3位になった 

喜びに 

玄野美紀子 会員 ロータリー財団(年次寄付)へ 

  〃         〃    (恒久基金)へ 

 

❏ 会長挨拶                   辻岡会長 
皆さん、こんにちは。 

どうぞ、お食事良く噛んでお楽しみください。 

次回例会 １２月１８日（木） 

クリスマス家族親睦会 

リーガロイヤルホテル大阪 
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先程の総会、ご協力ありがとう

ございました。何故か笑いがふつ

ふつと湧き起こりましたが、人数

が少ないのでおおよそ全員指名に

近い役員承認でしたね。 
今朝はめっきり冷え込みました。毎日のようにニュ

ースになっている熊騒動ですが、熊は気温が下がって

餌が無くなると冬眠に入るそうです。でも明日からは

また気温が上がる予想ですから、熊さん、出来れは今

日中に冬眠に入ってください、でないとまた射殺され

てしまいますので。 
熊は冬眠中に一頭の子熊を産みます。もちろん食事は

しませんが、排泄もしません。約400gの子を産み、

その子が5キロぐらいに育った頃、春になり外の世界

に出ます。その時、子熊の見る初の景色が新緑の輝い

た世界なのか、はたまた、きわまで民家が建つ街中な

のか、あるいはソーラーパネルの屋根の下なのか。 
親子熊の環境を考えると、胸が痛みます。 
先日開催されました2660地区大会ですが、私は初

めて晩餐会という催しに参加させていただきました。

大阪北ロータリークラブさんの、能とOSK歌劇団の

素晴らしい舞台を堪能したのですが、何より、藤田会

員が「嬉しいなぁ、門真RC の人がこんなにたくさん

参加してくれて…。いつもは一人か二人やもんな

ぁ。」と、喜んでおられたので、私は「そうか、藤田

さんがこんなにも喜んでくださるのなら、毎年参加し

よう！」と心に決めたのでした。 
それと、先日の夜、今後の門真ＲCの展望として若

い方のお話を伺いたいと思い、近場の方にお声掛けし

玄野会員のお店で飲み交わし大変有意義な時間を持て

たのですが、最終的には「門真の野良猫と、地域猫

と、どう違うねん！差別やろぉ〜、滝井議員、議会で

もっと頑張れ〜〜〜！」と言う話で盛り上がり、終わ

りました。会員増強にかけてこれからもどうぞよろし

くお願いします。 
個人的には、先日、二泊三日で筑波山に89歳の母

を連れて行ってきました。母方の父の出が筑波山神社

のふもとなので、母は80数年ぶりに訪れることにな

ります。とても感激してくれてました。雨が降ってき

たので、ケーブルカーが有ったのですが山頂には登ら

ず、その代わり筑波市役所に行き、『安政の大獄』

の、安政生まれのそそそそ？祖父の代まで遡った戸籍

が取れました。改めてご先祖様に感謝できた旅となり

ました。 
 
❏ 幹事報告              玄野幹事 
1.地区大会について 
先週11/29にホテル阪急インターナショナルおよ 

びオンライン配信にて開催されま 
した地区大会の御礼状が吉川ガバ 
ナー様 他、より頂戴しておりま 
す。回覧コーナーにてご覧くださ 
い。ご出席された皆さまお疲れ様 
でございました。 

2.11/24(月・祝) 守口RC、守口イブニングRC、 
門真RC による、3クラブ合同ゴルフコンペが、

枚方国際ゴルフ俱楽部でありました。 
 参加者は、橋本会員、富永会員、玄野会員、大倉

会員、宇治会員、宇治忠 様です。 
※親睦委員さんより報告があります。 

3.12/11例会に、大阪南ロータリークラブの伊藤  
芳晃様がお越しになられます。 
例会後、公共イメージ向上委員会の件で大倉会員

と15分程度打ち合わせされます。 
よろしくお願い致します。 

4.今後の予定 
12/4  例会後 12月度理事会 開催 
12/11 通常例会：卓話 藤田会員 
12/18 クリスマス家族親睦会 
1 / 8  新年の挨拶/賀詞交換(時間は通常どおり) 

例会後「理事会」開催 
     

❏ 委員会報告       親睦委員会 宇治委員 
11月24日（月）に「第二回 守

口・門真・守口イブニングロータリ

ークラブ 合同ゴルフコンペ」が枚

方国際ゴルフ倶楽部で開催されまし

た。3クラブから16名の参加で門真

ロータリークラブからは橋本副会

長、玄野幹事、富永会員、大倉会員、宇治会員、OB
として宇治忠様の6名が参加しました。 
昨年は悪天候でハーフラウンドでのコンペとなって

しまいましたが、今年は天候に恵まれ守口ロータリー

クラブ、守口イブニングロータリークラブの方々と楽

しい交流の時間を過ごすことができました。 
コンペはダブルペリア方式で行われ、結果発表では

玄野幹事が3位に入賞しました。 
来年度も開催予定で、多くのご参加をお待ちしてお

ります。 
 
❏ 卓話 「賃貸物件の家賃滞納の今昔」      

前元 喜邦 会員 
不動産賃貸業は何もしなくてもじっとしているだけ

で、収入が入ってくるかと思われがちですが、トラブル

が多々あります。 

 前回は借入金についての苦労話をしましたが、今回は 
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１，騒音トラブル、住民トラブルに 

  ついて 

 トラブルで一番多いのはやはり騒

音で、ピアノ・子供・深夜の生活

音が多く、殆んどが大家さんに言

ってくるが注意すると、逆にどこどこもうるさいと収

拾がつかなくなるケースが多い。住民トラブルも誰誰

が根も葉もない事を言いふらしていると言ってくる

が？ 

２，家賃滞納について 

ヤミ金融対策法施行以前と以後 

ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まること

を目的に、２００３年 規制を強化した改正法（平成

15年法律第 136号、通称「ヤミ金融対策法」）が 

成立、2004年（平成 16年）1月 1日に施行された。 

  それまでは、家賃滞納者のほとんどがサラ金からも

滞納しているので、闇金・サラ金の取り立ての厳しさ

で夜逃げをするケースが多く、大体３か月滞納で逃げ

てしまうので取り立てようがないケースが多いが、後

始末が大変で数社の督促状が何か月も続き、新しい入

居者への対応も大変であった。 

  ヤミ金融対策法が成立後は、ほとんど厳しい取り立

てが無くなり滞納のまま居座るケースが増えた。 

その何ケースかを紹介します。 

①、１０１号  平成２１年６月 退去 １４か月滞納 

仕事で足を骨折し、奥さんのアルバイトで生活をして

いたが、奥さんがガンで亡くなっても自分で自立をす

る気がなく滞納が始まった。一人になったので安い物

件に移る様に話していたが、結局生活保護になった。

しかし家賃滞納(借金)があると受けれないので滞納分

は棒引きになった。→個人で肩代わりをして役所には

内緒で分割払いにしたがその後、結局未払いのままに 

②、その他、夜逃げは多数出ているが、中には位牌を置

いたまま居なくなり、今でも仏壇１つ、位牌 3個預か

っている。 

 回収出来たのは１件のみで、殆んどが保証人も不明に

なっていたが、父親が守口市に住んでいて滞納も 6ヶ

月と比較的少なかったので、分割で回収が出来た。 

③、５０２号  平成１８年１月 平成１６年９月契約 

６か月分滞納 提 訴  

  家賃滞納の場合、口頭での催促・督促になるが６ヶ

月を過ぎると内容証明を出す、大体この辺りで夜逃げ

となるが、このケースは口頭での催促時に 『夜道は

明るい時ばかりではないぞ』と言う言葉を聞いて提訴

に踏み切った。が結論が出るまでは半年ぐらい必要だ

し、弁護士費用を考えたら１００万円以上の出費にな

るので、自分で大阪地方裁判所に提訴した。 

  督促の内容証明書を郵送し、保証人も含めた居住確

認書も郵送し、地裁に建物明け渡し調停申込書を請求

し、請求の趣旨及び原因を記入し訴状申立書を出した

が、何度も訂正を言われ、最終的に別室で事務官から

書き方を教わり、訴状訂正申立書を出して受理され

た。第１回口頭弁論では相手側が出席せず、家屋明け

渡し執行調書が断行され、同時に期日呼び出し状 調

書判決正本送達証明申請書 不能調書 民事執行申立

書が発行され、第２回口頭弁論で調書判決を受け、 

 家屋明け渡し執行調書が催告されて、強制執行文が公

示された。 

  難しい言い回しですが、簡単に言うと明け渡し訴状

申立書を地裁に提出し、１回、2回と開廷し、明け渡

し執行調書が発行されて、裁判は終わり、引き続き 

 強制執行の手続きは、執行官が部屋に入り荷物に赤紙 

(赤い文字で明け渡し日などを記入) を張り、最終日に

は廃品回収業者をこちらで手配して執行官とともに執

行した。 

④、駐車料金滞納 悪質滞納を２件紹介 

右翼の街宣車の夜逃げによる滞納は、ほとほと困った

が知り合いにその筋の人がいるという事で、後のトラ

ブル解決も含めて２０万円で処理をした。条件はその

人とは直接会わない事とした。 

  駐車場は民間なので警察は介入しないので、放置自

動車の処分は困った。 

  結局ロープで牽引して、道路に放置した。違法な手

法だが！ 

⑤、３０５号  平成 17年７月 夜逃げ ６か月滞納 

 これは夜逃げではあるが、３ＤＫの部屋にすべての荷

物を置いたままなので、いつ戻って来るか解らないの

で、時間がかかった。内容証明を郵送し、室内に督促 

明け渡し状を張り、離婚した元妻に連絡を取り、家賃

の請求をしない代わりに荷物の撤去の承諾書を書いて

もらってから処分をした。電気を切られていたため、

冷蔵庫の生ものが腐り、蛆がたかりすごい匂いがし、

箪笥の中身もそのままで布団も洋服もカビだらけで撤

去が大変であった。２ｔ車も放置していたが、車の滞

納者には鍵を預かることにしていたので、業者が冷蔵

庫などを積んでどこかの道路に放置した。(ナンバープ

レートは付いている) 

⑥、滞納者の自殺 

 過去、自殺事件は未遂も含めて４件ほど発生している

が、室内での自殺者の発見はやはり大変であった。 

 東京の兄と名乗る人物から警察に自殺らしいと通報さ

れ、門真警察から臨場されたが、大家には処理が終わ

るまでは入室を許可されなかった。結局、兄と名乗る

人物は遺体の引き取りを拒否したので無縁仏となった

が後の処理が大変で。天神社の宮司に汚物の残った身

の置き場もない部屋でお祓いをお願いしたがお祓いが

出来たかどうか？ 当然部屋は全面改装をし４００万

円以上かかり新規入居者には 訳アリ物件 という事で
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家賃を半額に徹契約をした。早く転出をして欲しいが

中々転出をしそうもない。 

 

まだまだ色々とトラブルはありますが、年齢を重ねて

くると解決の意欲がだんだん少なくなり、またしたくも

ないボランティアも多忙を極め、１５年ほど前から管理

を業者に委託をしています。 

住民トラブルは、本人同士の話し合いに立ち会うと言

う立場で、家賃滞納は、枚方の簡易裁判所に業者が提訴

し、大家として立会う事で過去２回立ち会っている、そ

して新しい入居者には家賃滞納保険に加入という事で対

処。 

＊＊＊ 例会スナップ ＊＊＊ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 

玄野さん 第 3 位 おめでとうございます 

 

 
 

３クラブ合同ゴルフコンペ 

守口 RC・守口イブニング RC・門真 RC 

 


